
確定申告書の預かり箱を廃止します

これまで申告期間中に、伊奈庁舎・谷和原庁舎・みらい平
市民センターに設置していた、ご自身で作成した確定申告
書の預かり箱は、今年度（令和７年分確定申告）から廃止
します。今後は、右記送付先まで直接郵送でご提出ください。
皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

▶送付先：〒 305‐8530　関東信越国税局業務センター
つくば分室（申告書などを送付する際の、送付先住所の記
載は不要です）
※市役所にお持ちいただいてもお預かりできませんので、
ご注意ください。

土浦税務署が実施する申告相談

土浦税務署では、所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を下記のとおり開設します。

入場には、入場整理券が必要です。国税庁 LINE 公式アカウ
ント（右記 QR コード）での事前発行がスムーズです（事前
発行は、来場する日の約 10 日前から受付開始）。
※確定申告会場では、スマホ申告を基本とした相談体制となっています。
※マイナンバーカードを利用して申告する場合は、カード取得時に設定
した暗証番号 2 種類（①利用者証明用電子証明書（数字４桁）　②署名
用電子証明書（英数字６～ 16 文字）をあらかじめご用意ください。
マイナンバーカードに格納されている電子証明書の有効期限が過ぎてい
ると申告書の作成はできませんので、事前に更新が必要です。

期間 受付時間 申告会場 駐車場
2 月 16 日㈪～ 3 月 16 日㈪

（土・日・祝日を除く）※３月 1 日㈰は開場
午前９時
～午後４時

土浦税務署
（土浦市城北町 4 ‐ 15）

つくば国際大学高校隣の空き地

〇昨年から会場を変更しています。　〇入場整理券の配布状況によっては、受付時間内に相談受付を終了する場合があります。
〇来場者用の駐車場の台数には限りがあります。※来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

〇確定申告会場設置期間以外での
相談をご検討の方へ
２月 13 日㈮以前に所得税（譲渡所得を除く）・
個人消費税・贈与税※の申告相談を希望する場合
は、事前に相談日時を電話などで予約する必要
があります。予約のない場合、相談はできません。
※贈与税については、２月２日㈪以降に申告相
談を受け付けます。
なお、３月 17 日㈫～ 31 日㈫に申告相談を希
望する場合も、入場整理券を取得する必要があ
ります。

問 土浦税務署 個人課税第一部門　☎ 029 ‐ 822 ‐ 1100（代表）

確定申告に関する相談は、
国税庁の税務相談チャット
ボットをご利用ください。

申告会場に行かなくてもスマートフォン・パソコンを使って、ご自身でも簡単で正確
に確定申告（e ‐ Tax）ができます。市役所で行う申告相談の予約枠には限りがあり
ますので、ぜひ e ‐ Tax をご利用ください。
確定申告書は、国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」から作成するこ
とができます。作成した申告書は、e ‐ Tax で電子送信（提出）するか、郵送など
で関東信越国税局業務センターつくば分室へ提出してください。

ご自宅などからの確定申告にご協力ください！
～約 74％の方が電子申告を利用しています～

国税庁確定申告書等
作成コーナー

問 e ‐ Tax・作成コーナーヘルプデスク　☎ 0570 ‐ 01 ‐ 5901

令和 8 年度（令和 7 年分）

市民税・県民税申告

のお知らせ 問 伊奈庁舎税務課（内線 2305 ～ 2307）

所 得 税 確 定 申 告

問 つくばみらい市役所（代表）　☎0297 ‐ 58 ‐ 211112




